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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部部分を有するガラスインターポーザ内に壁を有する複数の貫通ビアと、
　前記ガラスインターポーザの前記上部部分の少なくとも一部分上の応力除去バリアと、
　前記応力除去層の少なくとも一部分上の金属化シード層と、
　前記金属化シード層の少なくとも一部分上の伝導体であって、複数の金属化パッケージ
貫通ビアを形成する前記複数の貫通ビアの少なくとも一部分を貫通する伝導体と、
　を備えるマイクロ電子パッケージであって、
　前記貫通ビアの少なくとも一部分は前記応力除去層または前記金属化シード層によって
充填され、
　前記貫通ビアの前記壁の側壁に前記応力除去層を形成した
　ことを特徴とするマイクロ電子パッケージ。
【請求項２】
　前記応力除去バリアはポリマ膜を備える、請求項１に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項３】
　前記ポリマ膜は、薄い乾燥膜を積層した誘電体を備える、請求項２に記載のマイクロ電
子パッケージ。
【請求項４】
　前記ポリマ膜は、乾燥膜、液状被覆、または気相堆積薄膜として堆積する、請求項２に
記載のマイクロ電子パッケージ。
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【請求項５】
　前記応力除去バリアは、前記ガラスインターポーザの熱膨張係数と前記伝導体の熱膨張
係数との間の熱膨張係数を有する、請求項１に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項６】
　前記応力除去バリアは、前記ガラスインターポーザの底部部分の少なくとも一部分上に
ある、請求項１に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項７】
　前記応力除去バリアは、前記ガラスインターポーザの前記貫通ビアの前記壁の少なくと
も一部分上にある、請求項１に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項８】
　前記応力除去バリアおよび前記金属化層は同一の素材を備える、請求項１に記載のマイ
クロ電子パッケージ。
【請求項９】
　前記応力除去バリアおよび前記金属化層は、パラジウム、ニッケル、ニッケル合金、お
よび銅合金からなる群から選択される、請求項８に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項１０】
　前記応力除去バリアまたは前記金属化シード層によって充填されていない前記貫通ビア
の残りの部分の少なくとも一部分は、充填剤によって充填される、請求項１に記載のマイ
クロ電子パッケージ。
【請求項１１】
　前記充填剤は、空気、ポリマ、金属合金、およびそれらの任意の組み合わせからなる群
から選択される、請求項１０に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項１２】
　前記伝導体は少なくとも１つの連結装置を形成する、請求項１に記載のマイクロ電子パ
ッケージ。　
【請求項１３】
　ガラスインターポーザの上面の少なくとも一部分上のポリマと、
　積層層の少なくとも一部分上の金属化シード層と、
　を備えるマイクロ電子パッケージであって、
　前記ポリマおよび前記ガラスインターポーザの少なくとも一部分を除去して貫通ビアを
形成し、
　前記貫通ビアの少なくとも一部分は、金属化層を形成する金属導体で充填され、前記金
属化層の一部分を選択的に除去し、金属化パッケージ貫通ビアを形成する構成において、
　前記貫通ビアの前記壁の側壁にポリマの層を形成した、マイクロ電子パッケージ。
【請求項１４】
　前記インターポーザの底面の少なくとも一部分上に前記ポリマをさらに備える、請求項
１３に記載のマイクロ電子パッケージ。
【請求項１５】
　側壁の少なくとも一部分上に前記金属化層をさらに備える、請求項１３に記載のマイク
ロ電子パッケージ。
【請求項１６】
　前記ポリマは樹脂で被膜した銅を備える、請求項１３に記載のマイクロ電子パッケージ
。
【請求項１７】
　前記ポリマは、薄い乾燥膜を積層した誘電体を備える、請求項１３に記載のマイクロ電
子パッケージ。
【請求項１８】
　パッケージ貫通ビアをガラスインターポーザに製造する方法であって、
　ポリマをガラスインターポーザの上面の少なくとも一部分上に積層し、
　前記ポリマおよび前記ガラスインターポーザの少なくとも一部分を除去して貫通ビアを
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形成し、
　前記貫通ビアの少なくとも一部分を金属導体で充填して金属化層を形成し、
　前記金属化層の一部分を選択的に除去して金属化パッケージ貫通ビアを形成すること、
　を備える構成において
　前記貫通ビアの前記壁の側壁にポリマの層を形成することを含む、方法。
【請求項１９】
　前記貫通ビアの少なくとも一部分を金属導体で充填する前に、前記積層層の少なくとも
一部分上に金属化シード層を堆積することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記インターポーザの底面の少なくとも一部分上に前記ポリマを積層することをさらに
備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記上面の少なくとも一部分上に前記ポリマを積層することと、前記底面の少なくとも
一部分上に前記ポリマを積層することを同時に行う、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記側壁の少なくとも一部分上に前記金属化層を堆積することをさらに備える、請求項
１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記貫通ビアの少なくとも一部分を金属導体で充填して金属化層を形成することは、前
記貫通ビアの上部部分を閉鎖することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ポリマは樹脂で被膜された銅を備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ポリマが誘電体層である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記誘電体層が、当該誘電体を複数積層した層である、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記インターポーザおよび積層の少なくとも一部分の除去は、レーザまたは機械穿孔を
用いることを備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２８】
　前記レーザは二酸化炭素レーザ、紫外線レーザまたはエキシマレーザである、請求項２
７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記金属化層の一部分を選択的に除去して金属化パッケージ貫通ビアを形成することは
、少なくとも１つの連結装置を形成することをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項３０】
　インターポーザの少なくとも一部分を除去してくぼみを形成し、
　前記くぼみを誘電体で充填し、
　前記誘電体の少なくとも一部分を除去して少なくとも１つの高密度貫通ビアを形成し、
　金属化シード層を積層層の少なくとも一部分に適用すること、
　を備える方法であって、
　金属化層は、少なくとも１つの貫通ビアの少なくとも一部分も充填し、
　前記金属化層の一部分を選択的に除去して金属化パッケージ貫通ビアを形成する構成に
おいて
　前記貫通ビアの前記壁の側壁にポリマの層を形成することを含む、方法。
【請求項３１】
　ポリマをインターポーザの上面および底面の少なくとも一部分に積層して誘電体層を形
成し、
　前記インターポーザおよび積層層の少なくとも一部分を除去してビアを形成し、
　前記誘電体層を前記インターポーザの少なくとも一部分および前記ビアの少なくとも１
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つの側壁に適用し、
　金属化シード層を前記積層層の少なくとも一部分および前記ビアの少なくとも１つの側
壁に適用し、
　前記ビアの少なくとも一部分を金属導体で充填して金属化層を形成し、
　前記金属化層の一部分を選択的に除去してパッケージ貫通ビアを形成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本システムは一般的に、インターポーザに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パッケージ回路に用いる基板はマイクロ電子パッケージを提供する。マイクロ電
子パッケージは、機械的な基部支持およびパッケージ内に収容される装置に外部から通信
アクセスするための電気的インタフェースを備える。インターポーザは、パッケージ間ま
たは集積回路（「ＩＣ」）間の相互接続ルーティングのためにグラウンド／電源層として
、よく用いられる中間層である。場合により、「基板」および「インターポーザ」という
用語が同じものを示すために用いられることもある。３次元インターポーザ、または「３
Ｄインターポーザ」は複数のＩＣと回路基板、またはＩＣが設置されている基板との間の
相互接続である。ＩＣを含む適用で用いられるときには、インターポーザは、ファインピ
ッチシリコン貫通ビア（「ＴＳＶ」）およびパッケージ貫通ビア（「ＴＰＶ」）によって
、３次元ＩＣ間に非常に広域な帯域幅を提供する。ＴＳＶはシリコンウェハまたはダイを
完全に貫通する垂直な電気接続であるが、一方、ＴＰＶ、または一般的には貫通ビアは、
１または複数のパッケージ間を通る、または１または複数のパッケージを完全に貫通する
垂直な電気接続である。
【０００３】
　ＴＰＶは３次元パッケージおよび３次元ＩＣを製造する際に重要な部品である。３次元
パッケージ（たとえばパッケージのシステム、チップスタック構造のマルチチップモジュ
ール）を製造するときに、ＴＰＶは端部配線に代わる手段を設計者に提供する。ＴＰＶを
用いると、３次元パッケージまたは３次元ＩＣの設計者はＩＣまたはパッケージの寸法を
縮小し、たとえば小型化することができる。これが実現するのは、端部配線の必要性が減
少したか、または排除されたことと、およびロジック回路とメモリ回路両種類の能動回路
の両側に搭載できる能力のためである。ＴＰＶを用いると、基板上の受動回路の寸法も小
さくできる。これらの利点によってウェハレベルの展開技術の代替として、ウェハレベル
のパッケージングをより高入出力まで延在する手段も提供される。
【０００４】
　インターポーザの要件の一部は、１）超ファインピッチでの良好な寸法安定性、２）基
板およびダイに適合する良好な熱膨張係数（「ＣＴＥ」）、３）ＩＣから基板への良好な
熱経路、および４）高品質係数を有する埋め込み受動部品を集積化できることである。
【発明の概要】
【０００５】
　要約すると、本発明はパッケージ貫通ビアの応力除去バリア、またはバッファ層を利用
する。パッケージ貫通ビアの応力除去バリア、またはバッファ層は、熱膨張および収縮応
力の除去バリアを改善した金属化性能と共に提供する、応力除去バリアによって、異なる
熱膨張係数によって生じる応力の影響を低減でき、ある適用では、応力除去バリアは金属
化層とインターポーザ間の接着も促進する。これにより、小型の設計も提供しながら、信
頼性の増強にも役立つ。
【０００６】
　本発明の代表的な実施形態では、応力バッファ層をガラスインターポーザ素材に堆積す
る。応力バッファ層は、後で追加する金属化層の接着促進剤としても作用するように設計
される。応力バッファ層の素材は様々であるが、好ましくは、相対的に高い構造安定性を
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有し、低損失特性を示し、相対的に低い比誘電率を、たとえば低いｋ値を有する。ある事
例では、１または複数の上記特性を有する応力バッファ層は熱応力の影響を低減するのに
役立つだけではなく、応力バッファ層によって、高品質係数無線周波数（ＲＦ）の統合も
可能となる。これは、高入出力の適用においてますます必要となっている特徴である。あ
る実施形態では、応力バッファ層は、真空加熱装置を用いて適用されるポリマである。別
の例では、ポリマは銅被覆ポリマである。
【０００７】
　本実施形態では、応力バッファ層を堆積して、貫通ビアを形成する。ビアは機械的除去
、レーザアブレーション、または化学的除去を含む様々な方法を用いて形成することがで
きるが、これらに限定されない。ビアを形成後、金属化シード層を適用し、ある実施形態
では銅で金属化して、ビア側壁と応力バッファ層の接着を促進するのを助ける。金属化適
用後、金属化の一部を選択的に除去してＴＰＶを製造する。
【０００８】
　別の代表的な実施形態では、本発明は、１または複数のビアをガラスインターポーザに
形成することを含む。その後、ビアをポリマ応力バッファ層で充填する。次に、応力バッ
ファ層を貫通して穴を形成する。シード層を形成し、その後金属化を適用する。金属化を
選択的に除去してＴＰＶを形成する。本実施携帯では、応力バッファ層は、ＴＰＶの支持
構造として作用する。
【０００９】
　さらなる代表的な実施形態では、本発明は、貫通ビアをガラスインターポーザ素材に形
成することを含む。シード層とバッファ層の組み合わせを、ビア表面およびビア壁に形成
する。ある実施形態では、応力／バッファ層はパラジウムなどの金属である。次にビアを
金属化で充填し、その後選択的に除去してＴＰＶを形成する。
【００１０】
　さらにさらなる代表的な実施形態では、本発明は、インターポーザをポリマ積層で積層
することを含む。次にビアを形成し、バッファ層をポリマ積層およびビア側壁に適用する
。シード層／ビア充填金属化層の組み合わせを適用し、その後選択的に除去してＴＰＶを
形成する。
【００１１】
　上記では、本発明の有利面を要約したが、特許請求された本発明の全範囲を反映させる
ことを意図するものではない。本発明の追加の特徴および有利点は、以下の説明に記載さ
れ、説明から明確であり、または本発明の実施から理解される。さらに、上記の要約およ
び下記の詳細な説明は代表的および説明的なものであり、請求項に記載の本発明をさらに
説明することを目的とする。
【００１２】
　添付図は本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する。添付図は本発明の複数の
代表的な実施形態を説明と共に例示し、本発明の原則を説明するためのものである。添付
図はいかなる方法においても、本発明の範囲を制限するように意図されるものではない。
本明細書に記載する見出しは便宜上用いるのみであり、請求項に記載の発明の範囲または
意味に必ずしも影響するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の代表的な実施形態による、ガラスをインターポーザとして用いるパッケ
ージ貫通ビアを例示する。
【図２】本発明の代表的な実施形態による、ガラスをインターポーザとして用いる応力除
去バリアを例示する。
【図３】本発明の代表的な実施形態による、電気モデリングを測定するためのパッケージ
貫通ビアのシミュレーションモデルを例示する。
【図４】本発明の代表的な実施形態による、電気モデリングシミュレーションの試験結果
を例示する。
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【図５】本発明の代表的な実施形態による、電気モデリングシミュレーションの試験結果
を例示する。
【図６】本発明の代表的な実施形態による、電気モデリングシミュレーションの試験結果
を例示する。
【図７】本発明の代表的な実施形態による、ガラスインターポーザに応力除去バリアを積
層するための積層システムを例示する。
【図８】本発明の代表的な実施形態による、ガラスインターポーザ上に積層された応力除
去バリア積層の側面光学像である。
【図９】本発明の代表的な実施形態による、ガラスインターポーザ上に積層された応力除
去バリア積層の側面光学像である。
【図１０ａ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２レーザアブレーションによって形
成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１０ｂ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２レーザアブレーションによって形
成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１０ｃ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２レーザアブレーションによって形
成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１０ｄ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２レーザアブレーションによって形
成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１１ａ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２Ｔレーザアブレーションによって
形成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１１ｂ】本発明の代表的な実施形態による、ＣＯ２Ｔレーザアブレーションによって
形成されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１２ａ】本発明の代表的な実施形態による、ＵＶレーザアブレーションによって形成
されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１２ｂ】本発明の代表的な実施形態による、ＵＶレーザアブレーションによって形成
されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１２ｃ】本発明の代表的な実施形態による、ＵＶレーザアブレーションによって形成
されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１２ｄ】本発明の代表的な実施形態による、ＵＶレーザアブレーションによって形成
されたパッケージ貫通ビア入口および出口の画像である。
【図１３】本発明の代表的な実施形態による、エキシマレーザアブレーションによって形
成されたパッケージ貫通ビア入口の画像である。
【図１４】本発明の代表的な実施形態による、様々なガラスインターポーザの厚さを試験
するための試験用配置の例示である。
【図１５】本発明の代表的な実施形態による、機械で製造したパッケージ貫通ビアの画像
である。
【図１６】本発明の代表的な実施形態による、機械で製造したパッケージ貫通ビアの画像
である。
【図１７】本発明の代表的な実施形態による、銅で充填したパッケージ貫通ビアの例示で
ある。
【図１８ａ】本発明の代表的な実施形態による、金属化パッケージ貫通ビアの断面光学像
である。
【図１８ｂ】本発明の代表的な実施形態による、金属化パッケージ貫通ビアの断面光学像
である。
【図１９ａ】本発明の代表的な実施形態による、ビアの金属化を示すパッケージ貫通ビア
の上面図である。
【図１９ｂ】本発明の代表的な実施形態による、ビアの金属化を示すパッケージ貫通ビア
の側面図である。
【図２０】本発明の代表的な実施形態による、パッケージ貫通ビアを製造するための方法
を例示するフローチャートである。
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【図２１】本発明の代表的な実施形態による、閉鎖端部を有するパッケージ貫通ビアを例
示する。
【図２２】本発明の代表的な実施形態による、連結装置を有するパッケージ貫通ビアを例
示する。
【図２３】本発明の代表的な実施形態による、パッケージ貫通ビアを有する４つの金属層
構造の側面図である。
【図２４】本発明の代表的な実施形態による、パッケージ貫通ビアを製造するための代替
方法を例示するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　様々な実施形態の主題を、法が定める要件を満たす特異性を示して説明する。ただし、
説明自体は、特許請求された発明の範囲を限定することを目的としない。むしろ、現在ま
たは未来の技術と組み合わせて、本明細書に記載する段階や要素と類似する別の段階や要
素を含むように、特許請求された発明が他の方法で実現できることが考慮されてきた。本
明細書で用いる「段階」という用語は、使用する方法の様々な態様を示すために用いるこ
とができる、この用語が本明細書で開示する様々な段階間のいかなる具体的な順序をも暗
示すると解釈されてはならない。ただし、個々の段階の順序が明確に要求されている場合
は除く。以下の説明は例示的なものであり、任意の一態様に限定するものではない。
【００１５】
　本明細書および特許請求の範囲で用いる、単数形の「１つの（ａ）」「１つの（ａｎ）
」および「その（ｔｈｅ）」は、内容から判断して明確に別記されている場合を除き、複
数への言及も含むことにも留意されたい。たとえば、１つの部品に対する言及は複数の部
品からなる構成も含むことを意図している。「１つの」構成成分を含む構成への言及は、
名前を挙げた構成成分だけではなく他の構成成分も含むことを意図する。また、好ましい
実施形態の説明において、明確性を求めて用語を用いる。各用語は、当業者によって理解
される最大の意味を意図すること、および同様の目的を実現するために同様の方法で動作
する技術的対等物をすべて含むことが意図されている。
【００１６】
　本明細書で示す範囲は、「約」または「およそ」１つの具体的な値から、および／また
は「約」または「およそ」別の具体的な値までを示す。このような範囲を示すときは、他
の代表的な実施形態は、１つの具体的な値からおよび／または別の具体的な値までを含む
。「備える」または「含有する」または「含む」という用語は、少なくとも記載する部品
、要素、粒子、または方法の段階がシステムまたは品物または方法に存在することを意味
するが、他の部品、素材、粒子、および方法の段階が指定されたものと同一の機能を有す
る場合であっても、このような他の部品、素材、粒子、または方法の段階の存在を除外し
ない。
【００１７】
　また、１または複数の方法の段階に関する言及は、追加の方法の段階または明示して特
定する上記段階の間に介在する方法の段階の存在を除外しないことも理解されたい。同様
に、システムまたは構成における１または複数の部品に関する言及は、これらの明示して
特定するもの以外の追加部品の存在を除外しないことも理解されたい。本発明の原則およ
び特徴を理解しやすくするために、例示的実施形態の実施を参照して、実施形態を以下に
説明する。
【００１８】
　インターポーザ技術はセラミックから有機素材に発展し、ごく最近ではシリコンにまで
発展してきた。有機基板は寸法安定性が相対的に悪いため、一般的に大きなキャプチャパ
ッドを必要とする。しかし、有機基板を用いる現在の方法には２つの主要な欠点がある。
有機コアの寸法安定性が悪いため、高入出力をファインピッチで実現することは困難であ
ることが多い。また、層数が増えることで反りが生じる。多くの事例では、上記の問題に
よって、有機基板、またはインターポーザは、ファインピッチ相互接続を備える非常に高
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い入出力に対して特に不適切となる。このため、有機インターポーザの代わりにシリコン
インターポーザを開発し、使用する傾向がある。しかし、シリコンインターポーザも問題
を呈する。シリコンインターポーザは、ビア壁の周りに電気絶縁体を設ける必要があるた
め、製造コストが相対的に高くなる。また、シリコンインターポーザは素材となるシリコ
ンウェハによって、寸法が制限される。
【００１９】
　シリコンの代替として、本発明はガラスをインターポーザとして使用し、シリコンおよ
び有機インターポーザ両方の限界に対処する。ある実施形態では、ガラス固有の電気特性
は、広い面積のパネル寸法を利用できることと合わせ、シリコンおよび有機インターポー
ザ素材に対して有利点を有する。しかし、ガラスを用いることにはいくつかの課題がある
。すなわち、低コストでビアを形成することと、シリコンに比べてガラスの熱伝導率が低
いことである。
【００２０】
　ガラスは、従来のインターポーザが提示する問題を解決するために、ますます用いられ
るようになっている。基板、たとえばインターポーザとしてのガラスは複数の利点を有す
る。ガラスは相対的に良好な寸法安定性および熱安定性を有する。ガラスの熱膨張係数は
シリコンにほぼ匹敵し、相対的に良好な電気特性を示し、および大型のパネル寸法におい
ても相対的に利用可能である。たとえば、高精細ディスプレイに用いられる大型パネルの
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ガラス基板を処理する機械を、ガラスインターポーザを処理
するために容易に組み込むことができ、低コストおよび高スループットを実現する。
【００２１】
　表１では、主要な電気特性、工程の複雑さおよびガラス、シリコンおよびその他使用す
る可能性のある金属およびセラミックインターポーザの相対コストを比較する。
【００２２】
【表１】

【００２３】
　ガラスはシリコンよりも優れた電気的品質を示すが、ＩＣまたはパッケージの寸法が縮
小することによって、電気接続のためにより小さく、間隔が狭いＴＰＶが必要となる。Ｉ
Ｃまたはパッケージの寸法が縮小することによって、ＴＰＶ、インターポーザおよび金属
層を形成する異なる素材の熱膨張および収縮に関連する問題が生じる。異なる素材が膨張
および収縮すると、素材は異なる熱膨張係数によって、異なる率で膨張および収縮する。
小型ＩＣまたはパッケージでは、従来のＴＰＶにおいて異なる熱膨張係数によって誘発さ
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れた応力が、インターポーザおよびＴＰＶの信頼性を損なっていた。この理由には限定さ
れないが、従来のＴＰＶは熱膨張および収縮によってインターポーザから分離するため、
従来のＴＰＶの大多数は故障する。さらに、異なる熱膨張および収縮率によって、微細な
亀裂も生じることがあり、継続して起こる膨張および収縮によって、微細な亀裂は拡大し
、広がる。
【００２４】
　本発明の目的は、異なる熱膨張係数がもたらす物理的影響、つまり応力を低減するのを
助けることによって、ＴＰＶを有するガラスインターポーザの信頼性を改善することであ
る。本発明の一実施形態では、応力除去バリア、または応力除去層を用いてバッファとし
て作用させ、金属導体（つまり、金属化、一般的には銅）とガラスインターポーザとの間
で熱膨張係数が異なることによって生じる応力を吸収する。応力除去バリアは、金属導体
とガラスインターポーザ、および金属化シード層などの任意の追加層との間の物理的接続
を維持する助けとなる、弾力的なインタフェースである。弾力的な特性によって、金属層
が物理的にインターポーザから離れることによって発生する、断線または短絡の可能性を
低減することができる。さらに、応力除去バリアによって、製造時の欠陥、処理段階また
は熱サイクル中に起きた欠陥のいずれかによって形成された、ガラスインターポーザの亀
裂が広がることを低減し、または排除することができる。ある実施形態では、応力除去バ
リアを用いて、ガラスインターポーザの厚さを薄くし、たとえば「薄板ガラス」インター
ポーザを提供することができる。さらに、応力除去バリアをビア生成の前に適用すること
によって、ビアを囲むガラスの上部層の除去を防ぐことによって、ビアのピッチを増加し
、たとえばファインピッチまたは小ピッチとすることができる。
【００２５】
　図１は、本発明の代表的な実施形態による、ガラスインターポーザに貫通ビアを有する
パッケージの設計を例示する。ボールグリッドアレイ１００はプリント基板１０２と電気
的に接続している。パッケージ貫通ビアは、一般的にパッケージ貫通ビア１０４で表され
、プリント基板１０２と高入出力カウント集積回路１０６とを連通する。パッケージ貫通
ビア１０４はガラスインターポーザ１０８によって支持される。応力除去バリア１１２は
銅金属化１１０とガラスインターポーザ１０８の間に堆積する。それにより、貫通ビア１
０４に堆積した銅１１０とガラスインターポーザ１０８の熱膨張係数が異なることによっ
て生じる、短絡または断線などの電気故障の原因となりえる物理的損傷を低減し、または
排除する。前述したように、応力除去バリア１１２は弾力的なインタフェースであり、異
なる熱膨張係数によって生じる応力の一部を吸収し、銅１１０とインターポーザ１０８と
の物理的接触を維持する助けとなる。
【００２６】
　応力除去バリア１１２はある程度の弾力的および絶縁特性を有するように設計されてい
るため、ある実施形態では、これらの特性を有するポリマを用いることもある。ポリマの
適切な実施形態には、ＺＩＦ、ＲＸＰ４、デュポンのカプトン（Ｄｕｐｏｎｔ　Ｋａｐｔ
ｏｎ登録商標）ポリイミドフィルム、デュポンのパイララックス（Ｄｕｐｏｎｔ　Ｐｙｒ
ａｌｕｘ登録商標）ＡＣ、およびデュポンのパイララックス（Ｄｕｐｏｎｔ　Ｐｙｒａｌ
ｕｘ登録商標）ＡＰが含まれるが、これらに限定されない。当業者には、本発明がこれら
のポリマには限定されず、同様の物理的および電気的品質を有する他の適切なポリマも含
まれることが理解されよう。本発明の代表的な実施形態では、ポリマは乾燥膜、液体塗料
または気相堆積薄膜として堆積する。本発明の代表的な実施形態では、応力除去バリアは
、ガラスの熱膨張係数と金属化の熱膨張係数との間の熱膨張係数を有する。さらに、当業
者には、同様の物理特性および電気特性を有する他の非ポリマ素材を用いることができる
ため、本発明はポリマには限定されないことが理解されよう。本発明のある実施形態では
、金属化層および応力除去バリアは同素材である。代表的な一実施形態では、金属化層お
よび応力除去バリアは、銅、パラジウム、ニッケル、ニッケル合金、および銅合金などの
様々な金属また複合素材であってよいが、これらに限定されない。
【００２７】
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　図２は応力除去バリアの拡大図を例示する。プリント基板２００上にボールグリッドア
レイ２０２がある。ボールグリッドアレイ２０２は、プリント基板２００の接続線２０４
と集積回路２０８の接続線２０６との間に電気的接続経路を提供する。ボールグリッドア
レイ２０２は集積回路２０８にビア２１０を通じて電気的に接続する。金属層２１２は一
般的には銅であり、電気的接続経路をボールグリッドアレイ２０２から集積回路２０８ま
で提供する。
【００２８】
　前述のように、金属層２１２は、集積回路２０８の使用中に、一般的には膨張および収
縮する。膨張は電流が伝導体を流れるときに発生する熱によって生じる。家庭での配線な
どの大規模な適用では、この熱は一般的には空気に放散される。微小規模のパッケージ設
計などの小規模な適用では、パッケージ内の部品が暖まるのを防ぐほど迅速には、熱は放
散されない。この加熱効果が、金属層２１２およびインターポーザ２１８を含むパッケー
ジ内の部品が膨張する原因となる。金属層２１２を流れる電流量が減少すると、素材は冷
却され収縮する。本例ではガラスであるインターポーザ２１８は、金属層２１２とは異な
る率で膨張および収縮し、一般的には、インターポーザ２１８より早く膨張する。この膨
張および収縮の物理的影響によって、説明できないにしても、金属層２１２が部分的また
は全体的にガラスインターポーザ２１８、ボールグリッドアレイ２０２、または集積回路
２０８のいずれかから、またはそれらすべてから除去されることもある。
【００２９】
　熱サイクルが原因となる応力の影響を低減するために、応力除去バリア２１４は金属層
２１２およびガラスインターポーザ２１８の１または複数の部分の間に堆積する。応力除
去バリア２１４は、ある実施形態では弾力的または半弾力的なポリマであり、金属層２１
２およびガラスインターポーザ２１８が膨張および収縮するにつれて、金属層２１２とイ
ンターポーザ２１８との間に生じる応力を吸収し、金属層２１２とビア２１０との間の物
理的接続を維持する。応力除去バリア２１４はビア２１０のリフティングまたは故障を防
ぐ助けとなり、それにより、プリント基板２００から集積回路２０８までの電気接続性を
維持する。さらに、選択するポリマの種類によって、応力除去バリア２１４は、インター
ポーザ２１８と金属層２１２との間の接着を維持する一種の「接着剤」として作用するこ
とによって、金属層２１２のインターポーザ２１８への接着を促進することもできる。
【００３０】
　電気特性試験
　前述のように、ガラスインターポーザはシリコンに対して複数の優位点を有する。ＴＳ
Ｖ（シリコン貫通ビア）およびＴＰＶ（ガラス貫通ビア）の電気挙動をシミュレーション
によって研究した。ＴＳＶおよびＴＰＶに対してシミュレーションした挿入損失描画から
、ガラスインターポーザのＴＰＶはシリコンインターポーザのＴＳＶと比較すると、ごく
わずかな電気信号損失しか有しないことが観測された。シリコンの伝導率はガラスよりも
多少高いため、ＴＰＶに比べてＴＳＶにおいてはるかに高い基板損失が生じる。ガラス上
に作成したＴＰＶの電気モデリングの結果を以下に示す。
【００３１】
　実験結果 
　４種類のＴＰＶを研究、比較し、以下の表２に要約した。 
【００３２】
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【表２】

【００３３】
　ホウケイ酸ガラス（ＢＳＧ）を基板としてモデリングした。エキシマレーザで形成した
ＴＰＶを、２５μｍ厚のガラス基板の上面および底面の誘電ライナを用いてモデリングし
た。ＴＰＶを３次元全波電磁界（ＥＭ）シミュレーションによってモデリングし、電気特
性をシミュレーションした。ＣＳＴ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　ＳｔｕｄｉｏＴＭ（ＣＳＴ－
ＭＷＳ）を３次元全波ＥＭシミュレータとして用いて、ビアのシステム反応を１０ＧＨｚ
まで研究した。図３は、４つのポートを備えるビアモデルをＣＳＴ－ＭＷＳでシミュレー
ションした図を示す。信号ビア１および２は、各側に２つずつ配置されるグラウンドビア
によって囲まれる。４つのグラウンドビアは電気的に接続している。信号ビア１および２
は上面または底面上の個別の（集中）ポートによって励起される。図４、５および６はこ
れらのＴＰＶ間での、挿入損失、近端クロストーク、および遠端クロストークの比較をそ
れぞれ示す。
【００３４】
　図４から、エキシマレーザによって形成されたＴＰＶは最小の信号損失を有する一方、
紫外線レーザによって形成されたＴＰＶは最大の損失を示すことが観測される。この挙動
はエキシマレーザによるＴＰＶの寸法とピッチが小さいことが原因である。ＵＶレーザに
よって形成されたＴＰＶは、二酸化炭素レーザで穿孔されたＴＰＶよりも大きなピッチを
有するため、ＣＯ２レーザで穿孔されたＴＰＶよりも高い損失を有する。エキシマレーザ
によるビアの製造方法によって、小型かつ小ピッチのビアが製造できることに加えて、あ
る実施形態では、製造時間およびコストを削減することができる。ＣＯ２レーザおよびＵ
Ｖレーザでは、ガラスは、ガラスに対するレーザの加熱効果によって除去される。これら
のレーザが特定の区域に十分なパワーを与えるためには、レーザ光の焦点を除去する区域
に合わせなければならない。これとは異なる方法で、エキシマレーザからのエネルギは素
材を除去するために熱に依存しない。むしろ、エキシマレーザはガラス素材を破壊する。
このため、エキシマレーザははるかに広い区域に焦点を合わせることができ、複数のビア
を一度に形成することができる。さらに、銅またはポリマ層がガラスインターポーザの上
部に堆積している場合は、除去すべき区域をエキシマレーザにさらすと、ビアは垂直に近
い非常に高ピッチな壁を形成することができる。これにより、１つの区域に高密度なビア
を形成することができると共に、貫通ビアの作成に関連するコストおよび時間も低減する
ことができる。
【００３５】
　図５および６から、クロストークは少なくとも部分的に、信号ビア間の間隔に依存する
ことが観察できる。機械穿孔したＴＰＶでは、ビアとビアとの間隔が最大になるため、最
小のクロストークを有する。同様に、レーザによって形成したＴＰＶは狭い間隔を有する
ため、高いクロストークを有する。図６に示すように、本発明の様々な実施形態によって
製造されるファインピッチまたは高ピッチＴＰＶは、より低い信号損失を有することにな
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る。クロストークを低減するために、信号ＴＰＶ間の間隔をできるだけ広く取ることが好
ましい。クロストークの低減は、他の設計技術を用いて実現することもできる。たとえば
、グラウンドＴＰＶによって、信号ＴＰＶをお互いに離間することもできる。
【００３６】
　ガラスインターポーザの製造
　ポリマ素材の役割は、ガラスインターポーザ表面の金属層と、ビアのコアの金属との間
の応力除去バリアとしても作用することである。さらに、応力除去バリアはまた、アブレ
ーション処理中に、ガラス表面に対するレーザの物理的影響を低減するのにも役立つ。従
来のシステムでは、レーザまたは、酸などの他の素材除去手段を用いて貫通ビアを作成す
るときには、基板の上部は基板の下部よりも長時間にわたって、除去手段によって作用を
受ける。この意図しない長時間の反応時間の結果として、基板の上部層の一部が継続して
除去される。それにより、低ピッチビア、つまり、基板面に対して垂直未満の角度となる
側壁を有するビアが生じる。低ピッチビアは、ビアを埋めるために多量の金属化を必要と
し、したがってコストが高くなるだけではなく、低ピッチビアの寸法によって、基板の区
域に配置できる貫通ビアの数が減少する。
【００３７】
　小ピッチまたはファインピッチを有する貫通ビアを製造することが望ましいことが多い
。前述のように、小ピッチまたはファインピッチとは、ビアの壁が基板の表面に対して直
角またはほとんど直角、たとえば垂直またはほとんど垂直であることを意味する。粗いピ
ッチを有する貫通ビアは、貫通ビアの底部から対角線方向に延在し、「Ｖ」字形を形成す
る壁を有することもある。ファインピッチ垂直フィードをガラスを貫通して形成すること
は、３次元インターポーザ構築中には課題となる。ガラスエッチングは、一般的にシリコ
ンエッチングよりも難しい。ウェットエッチングは高いエッチング率（約１０μ／分）を
産出するが、エッチプロファイルの等方性は、厚い基板の貫通ビアには好ましくない。
【００３８】
　高ピッチのガラス貫通ビアを実現するために、応力除去バリアをシールドまたは保護バ
リアとして用いて、素材の除去手段が、貫通ビア周囲の基板上部を不用意に除去しないよ
うにすることもできる。図７は、貫通ビアを形成するために基板素材を除去する前に、ポ
リマ層をガラス基板に堆積するための代表的なシステムを例示する。ホウケイ酸ガラス（
「ＢＳＧ」）は、インターポーザとして用いることができるガラスの一種である。本発明
はインターポーザ素材としてＢＳＧに限定されるものではないことを理解されたい。ガラ
ス７０２の表面をまず、アセトンおよびイソプロピルアルコールを用いて処理することが
できる。この処理によって、積層のために清浄な表面を提供できる。
【００３９】
　加熱プレス機７０４をポリマ７０６の両面積層を実行するために用いることができる。
積層処理を１つの表面、たとえばガラス７０２の上面もしくは底面に行うこともでき、ま
たは、底面および上面の両方に行うこともできることに留意されたい。次に、積層ガラス
７０２にレーザアブレーションを行う。レーザアブレーション処理中に、ポリマ７０６は
応力除去バリアおよび保護シールドとして作用する。図８および９は、図７の処理と同様
の処理および素材を用いるときの、ガラス上のポリマの光学断面像を示す。
【００４０】
　レーザアブレーション試験
　１７５μｍおよび５００μｍ厚のＢＳＧ試料をＣＯ２レーザアブレーションで処理した
。ＣＯ２レーザの最初の結果によって、ビア端部に沿って微細な亀裂を有し、大きなビア
直径（１２５μｍ直径）および先細りが強いビアプロファイルが示された。ＣＯ２レーザ
アブレーションによるビアの光学像および走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像を１０（ａ）、
（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示す。ビアの入口直径は、一般的に１２５μｍであり、出口直
径は一般的に５０μｍであり、ＴＰＶピッチは１７５μｍであった。微細な亀裂はＣＯ２

Ｔレーザを用いることによって最小限となり、ピッチはわずかに大きくなり、欠損は減少
した。図１１ａおよび１１ｂはＣＯ２ＴレーザでアブレーションしたＢＳＧガラス試料に
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おけるレーザの入口および出口の光学像である。
【００４１】
　別の試験では、ＵＶレーザを用いてＴＰＶを形成した。図１２ａおよび１２ｂは２６６
ｎｍのＵＶレーザアブレーションによって形成したビア入口（図１２ａ）および出口（図
１２ｂ）の光学像である。図１２ｃおよび１２ｄは２６６ｎｍのＵＶレーザアブレーショ
ンによって形成したビア入口（図１２ｃ）および出口（図１２ｄ）のＳＥＭ像である。得
られた結果は、ＣＯ２レーザの結果と匹敵した。ＴＰＶピッチは入口で２５０μｍであり
、出口直径はそれぞれ１００μｍおよび５０μｍであった。エキシマレーザを１７５μｍ
薄板ガラスに用いて、さらなるファインピッチＴＰＶを実現した。これにより、５０μｍ
のピッチで、それぞれ入口直径が３５μｍおよび出口直径が２２μｍである、より小さい
寸法のビアを得た。レーザアブレーション後のガラス表面には微細な亀裂は観測されなか
った。断面研究により、スムーズなビア側壁プロファイルが示された。
【００４２】
　エキシマレーザもポリマ積層ガラス試料で試験を行った。ビアプロファイルは同様に見
えたが、レーザによる影響が大きいため、ビア入口周辺のポリマへの過剰なアブレーショ
ンによって、ビア直径は多少大きかった。図１３はポリマ積層ガラス上のファインピッチ
ＴＰＶの光学像である。制御処理パラメータによって、ほとんど同様のポリマおよびガラ
スアブレーションが得られた。
【００４３】
　別の試験では、２００μｍおよび５００μｍのＢＳＧ基板を原料として用いて、機械処
理によってビアを形成した。ガラス試料は１７．４２ｃｍ２（２．７ｉｎ２）であり、ビ
ア直径は１００μｍから２５０μｍまで５０μｍ刻みで増える様々なビア直径を有する設
計であった。試験配置の概略を図１４に示す。ＴＰＶピッチは３５０μｍで一定に保持し
た。機械技法を用いるガラスＴＰＶは大きなピッチを有する大きなビアを産出する。これ
らの構造を第１の種類の構造に用いることができる。第１の種類の構造では、ガラスイン
ターポーザをプリント基板接続にチップするボールグリッドアレイとして用いる。制御処
理パラメータの結果は、ほとんど同様のポリマおよびガラスアブレーションとなった。機
械処理で作成したビアは垂直に近いプロファイル、つまり、ほとんど９０度の傾斜角度を
有し、表面には亀裂はなかった。図１５は機械処理を行ったビアの上面光学像であり、図
１６はＳＥＭ像である。
【００４４】
　すでに述べた通り、応力除去バリアによって、ガラスインターポーザと金属導体との接
着を促進することができる。金属を直接ガラスインターポーザに堆積することが、貫通ビ
ア壁の事例のように、好ましく、または必要であることもある。金属ガラスインタフェー
スで熱膨張係数が違うため、ガラスの直接金属化は課題である。表面改質技術によってガ
ラスに直接金属を接着することを促進することができるが、ガラス上に相対的に厚い金属
ライナが作成されることによって、積層がはがれることもある。ポリマ応力除去バリアを
用いることで、ガラス表面への金属接着を促進することができる。一般的には、ＴＰＶ金
属化は２段階の処理である。シード層を最初にＴＰＶ表面のすべてまたは一部に形成し、
その後、他の金属および方法もあるが、銅電気メッキを用いて金属化を行う。シード層を
形成するためには様々な方法があってよい。たとえば、限定するものではないが、無電解
銅堆積またはスパッタリングを用いてシード層を形成することができる。
【００４５】
　無電解銅は相対的に迅速で低コストな処理技術であり、大型パネルの寸法まで拡張可能
である。ポリマおよびＴＰＶを備える１７５μｍの薄板ガラス基板をまず洗浄し、プラズ
マで処理して表面の不純物を取り除いた。四フッ化メタンおよび酸素プラズマを用いてポ
リマ表面を改質した。プラズマ処理後に、試料を完全にすすぎ、シード層金属化を行った
。
【００４６】
　ＴＰＶを備えるポリマ積層ガラスにチタン－銅スパッタリングを実施した。チタンの厚



(14) JP 5904556 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

さは５０ｎｍおよび銅の厚さは１μｍであった。スパッタリングしたシード層は、ポリマ
表面への良好な接着を示す。スパッタリング後に、ＴＰＶを銅電解メッキし、完全にビア
を充填した。ＣＯ２レーザアブレーションによって処理したＴＰＶでは、図１７、１８ａ
、および１８ｂに示すように、ビアを完全に充填することができた。図１７に示すように
、ガラスインターポーザ５００は、側壁５０４を備える複数のパッケージ貫通ビア５０２
を有する。銅金属化層５０６を用いてビア５０２を充填し、パッケージ貫通ビアを製造し
た。（エキシマレーザによってアブレーション処理した）より小さいファインピッチビア
のＴＰＶ金属化も、スパッタリングしたシード層および無電解銅堆積を用いて実施した。
超ファインピッチビアを金属充填したＴＰＶの上面図および断面図を図１９ａおよび１９
ｂに示す。
【００４７】
　図２０は貫通ビアをガラスインターポーザに作成するための代表的な方法である。ポリ
マをガラスインターポーザの上面の少なくとも一部分に積層する（６００）。本発明のあ
る実施形態では、ポリマをガラスインターポーザの底面の少なくとも一部分に積層する。
本発明の別の実施形態では、銅または他の金属層をガラス表面またはポリマ積層層に堆積
する。インターポーザおよび積層の少なくとも一部分を除去し（６０２）、貫通ビアを形
成する。金属化シード層を適用してから（６０４）、金属層をメッキまたは堆積する（６
０６）。その後、金属化層の一部分を選択的に除去し（６０８）、金属化パッケージ貫通
ビアを形成する。
【００４８】
　金属化シード層および積層を除去する際に、図２０に一例として示すように、他の機能
または有利点を提供するような方法で素材を除去することが有益となることもある。たと
えば、図２１は、貫通ビアの一部分が部分的または完全に金属化層で閉鎖されている貫通
ビアを備えるインターポーザを例示する。たとえば、限定するものではないが、熱膨張お
よび収縮によって起こる応力を、貫通ビアの一部分を閉鎖しながら、他の部分は開口した
ままの状態にすることによって吸収することができる。インターポーザ７００は、ＢＳＧ
を含む様々な種類の媒体から作成することができるが、図２１ではアブレーション処理を
受けて素材をインターポーザ７００から除去し、貫通ビア７０２を形成している。貫通ビ
ア７０２は上部部分７０４および底部部分７０６を備える。「上部」および「底部」の指
定は、本発明をいかなる幾何学的または空間的構成にも制限することを意図するものでは
なく、むしろ、本発明の代表的な実施形態を例示するために、２つの異なる部分を指定す
るためにのみ用いることに留意されたい。
【００４９】
　図２１に示すように、堆積時の上部部分７０４の金属化層７１０は、上部部分７０４を
閉鎖するような方法で堆積された。しかし、金属化層７０８を堆積したときに、底部部分
７０６は充填されなかったため、貫通ビア７０２の一部分、つまり、上部部分７０４は閉
鎖される一方、底部部分７０６は開口したままである。インターポーザ７００ならびに金
属化層７０８および７１０が熱サイクルによって膨張および収縮するとき、本例示では底
部部分７０６である開口部分は、ばねまたは弾力面として作用し、膨張および収縮を吸収
する。本発明のある実施形態では、上部側の閉鎖部分は、ブラインドビアスタッキングを
促進する。本発明のある実施形態では、貫通ビア７０２の残りの部分を何かの媒体で充填
することが有利または必要であることもある。ある実施形態では、充填剤７１２を貫通ビ
ア７０２に堆積する。充填剤７１２は様々な種類の素材であってよく、ポリマまたは金属
合金を含むが、これらに限定されない。貫通ビア７０２が媒体によって充填されない場合
は、空気が充填剤７１２として作用することもある。
【００５０】
　追加の安定特徴を貫通ビアに提供することが必要または望ましいこともある。図２２は
可変体を金属化層と共に使用すると、金属化をインターポーザ内の貫通ビアに固定するた
めに役立つことを例示する。貫通ビアの壁に堆積したシード層を用いることが現実的では
なく、したがって、貫通ビアの素材が熱サイクルされるときに金属化層と貫通ビアの壁と
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の接着が低減する可能性がある場合もあるため、貫通ビアの金属化が貫通ビアの壁から分
離することもある。貫通ビア内の金属化を保持する他の物理的支持がないと、金属化は貫
通ビアの壁およびインターポーザからはがれ、マイクロ電子パッケージの短絡または断線
の原因となる可能性もある。
【００５１】
　熱サイクル期間を通じて金属化を貫通ビアに維持するために、図２２は連結装置の使用
を例示する。図では貫通ビア７４２を備えるインターポーザ７４０を例示する。貫通ビア
７４２は貫通ビア７４２全体に堆積した金属化７４４を有する。ある実施形態では、金属
化７４４が堆積すると、堆積後に、金属化７４４の部分が選択的に除去され、上部連結装
置７４６および底部連結装置７４８を形成する。「上部」および「底部」の指定は、本発
明をいかなる幾何学的または空間的構成にも制限することを意図するものではなく、むし
ろ、本発明の代表的な実施形態を例示するために、２つの異なる部分を指定するためにの
み用いることに留意されたい。
【００５２】
　上部連結装置７４６は外側直径ＡＢを有する一方、底部連結装置７４８は外側直径ＣＤ
を有する。本発明のある実施形態では、直径ＡＢの長さは直径ＣＤより長くても、短くて
も、または同じ長さであってもよい。直径ＡＢおよびＣＤの長さの関係は貫通ビア７４２
の具体的な適用、コスト、または他の要因によって異なることもある。連結装置７４６お
よび７４８は金属化７４４を貫通ビア７４２内に固定する。貫通ビア７４２において、金
属化７４４が貫通ビア７４２の側壁から離れる場合でも、上部連結装置７４６が底部連結
装置７４８と共同して提供する固定作用によって、金属化７４４を貫通ビア７４２に固定
する。
【００５３】
　図２２の連結装置７４６および７４８または図２１の閉鎖部分７０４などの様々な固定
特徴を用いると、パッケージ貫通ビア上に構築する追加の特徴を提供することができる。
たとえば、パッケージ貫通ビアの信頼性を増加することができるため、追加のポリマ層の
特徴をパッケージ貫通ビア上に構築することができる。図２３は、ポリマ積層を備えるガ
ラスインターポーザの４つの金属層構造の断面図である。図２３の断面図は、大きなビア
直径（１５０μｍの入口直径）を有する４つの金属層構造を示す。ポリマ積層８０４をガ
ラスインターポーザ８０２に堆積後、ガラスインターポーザ８０２上のビア８００を製造
する。両側に同時に処理することによって、パターン化金属化を得る。本実施形態では、
積層８０４はビア８００の壁８０６には堆積していなかった。ビア８１０などのブライン
ドスタガードビアを用いて、最上部金属層８１２を近接する底部金属層８１４と接続する
こともできる。ポリマ積層の金属化をセミアディティブメッキ処理などの様々な処理を用
いて実行することができるが、これに限定されない。ビア８１０などのブラインドビアを
用いると様々な利点があるが、とりわけ、高密度な相互接続パッケージに存在する相互接
続のコンフリクトを緩和するのに役立つ。
【００５４】
　図２４はパッケージ貫通ビアを製造するための代替的な代表的方法である。ガラスイン
ターポーザの一部分を除去し（８２０）、貫通ビアを形成する。次に、貫通ビアと、イン
ターポーザの上面および底面の少なくとも一部分を誘電体またはポリマ素材などの応力除
去バリア素材で充填する（８２２）。誘電体の少なくとも一部分を除去し（８２４）、少
なくとも１つの高密度貫通ビアを形成する。金属化シード層を積層層の少なくとも一部分
に適用する（８２６）。金属化シード層も少なくとも１つの貫通穴の少なくとも一部分を
充填する。金属化層を形成する金属をシード層に堆積する（８２８）。その後、金属化層
の一部分を選択的に除去し（８３０）、金属化パッケージ貫通ビアを形成する。本代表的
な実施形態では、金属化層を除去して連結装置を形成する。
【００５５】
　複数の代表的な実施形態に関連して、本開示を説明してきたが、様々な図で例示し、以
上説明したように、他の同様の実施形態が使用できること、記載した実施形態に修正およ
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び追加を行い、本発明から逸脱することなく、本発明の同様の機能を遂行できることが理
解される。したがって、本発明はいかなる単一の実施形態にも限定されるものではなく、
むしろ、以下の請求項による広さと範囲において解釈されるべきである。
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【図２】

【図３】
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